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午
前
九
時
開
議 

 
 
 
 
 

―
―
―
―
◇
―
―
―
―
― 

○
中
根
委
員
長 

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

内
閣
提
出
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
及
び
こ
れ
に
対
す
る
小
宮
山
泰
子
君
外
三
名
提
出

の
修
正
案
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
際
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
小
宮
山
泰
子
君
外

三
名
提
出
の
修
正
案
に
つ
い
て
、
提
出
者
全
員
か
ら
撤
回

の
申
出
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
許
可
す
る
に
御
異
議
あ
り

ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
中
根
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。 

 

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
終
局
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
中
根
委
員
長 

こ
の
際
、
本
案
に
対
し
、
小
宮
山
泰
子

君
外
五
名
か
ら
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
、
日
本
維
新
の

会
、
国
民
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、
日
本
共
産
党
、
有

志
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選
組
の
六
会
派
共
同
提
案
に
よ
る

修
正
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

提
出
者
よ
り
趣
旨
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
小
宮
山
泰
子

君
。 

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対

 
 

す
る
修
正
案 

 
 
 
 

〔
本
号
末
尾
に
掲
載
〕 

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
小
宮
山
委
員 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
立
憲
民

主
党
・
無
所
属
、
日
本
維
新
の
会
、
国
民
民
主
党
・
無
所

属
ク
ラ
ブ
、
日
本
共
産
党
、
有
志
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選

組
に
よ
る
六
会
派
共
同
提
出
の
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、

提
出
者
を
代
表
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

昨
年
七
月
、
静
岡
県
熱
海
市
で
発
生
し
た
土
石
流
災
害

は
、
多
く
の
方
が
亡
く
な
る
な
ど
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
上
流
部
の
不
適
切
な
盛
土
が
被
害
を
甚
大
化

さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
被
害
が
二
度

と
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
災
害
を
防
ぐ
た
め
の
実
効
性
を
備

え
た
法
整
備
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

政
府
提
出
法
律
案
は
、
こ
の
必
要
性
に
応
え
る
も
の
と

は
考
え
ま
す
が
、
今
後
の
よ
り
効
果
的
な
執
行
に
向
け
、

本
修
正
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
修
正
案
の
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
宅
地
造

成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
以
外
の

土
地
に
お
け
る
盛
土
等
の
状
況
、
そ
の
ほ
か
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
、
土
砂
の
管
理
等
に
係
る
規
制
の
在
り

方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
旨
の
検
討
条
項
に
修
正
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。 

 

以
上
が
、
本
修
正
案
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。 

 

委
員
各
位
の
御
賛
同
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
中
根
委
員
長 

こ
れ
に
て
趣
旨
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。 

 
 

 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
中
根
委
員
長 

こ
れ
よ
り
原
案
及
び
修
正
案
を
一
括
し

て
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 

討
論
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
こ
れ
を
許
し
ま

す
。
渡
辺
周
君
。 

○
渡
辺
（
周
）
委
員 

私
は
、
会
派
を
代
表
し
て
、
宅
地

造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
立
憲
民

主
党
・
無
所
属
、
日
本
維
新
の
会
、
国
民
民
主
党
・
無
所

属
ク
ラ
ブ
、
日
本
共
産
党
、
有
志
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選

組
に
よ
る
六
会
派
共
同
提
出
の
修
正
案
に
い
ず
れ
も
賛
成

の
立
場
か
ら
討
論
い
た
し
ま
す
。 

 

本
委
員
会
で
の
盛
土
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
各
委
員

が
地
元
事
案
で
苦
慮
さ
れ
て
お
り
、
法
規
制
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
共
通
認
識
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
熱
海
市
土
石
流
災
害
の
現
地
視
察
や
参
考

人
か
ら
の
意
見
聴
取
等
を
踏
ま
え
、
い
か
に
盛
土
に
よ
る

災
害
を
防
ぎ
、
国
民
の
生
命
及
び
財
産
を
保
護
す
る
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
丁
寧
に
論
点
を
整
理
し
、
問
題
点
を
指

摘
す
る
と
と
も
に
、
政
府
答
弁
等
に
よ
り
政
府
案
の
内
容

を
確
認
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

政
府
案
が
昨
年
七
月
の
熱
海
市
土
石
流
災
害
の
発
生
か

ら
短
い
期
間
で
法
律
案
提
出
ま
で
こ
ぎ
着
け
た
こ
と
に
つ

 
こ
の
議
事
速
報
（
未
定
稿
）
は
、
正
規
の
会
議
録
が
発
行

さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
の
参
考
に
供
す
る
た
め
の
未

定
稿
版
で
、
一
般
へ
の
公
開
用
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

後
刻
速
記
録
を
調
査
し
て
処
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
発

言
、
理
事
会
で
協
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
発
言
等
は
、
原

発
言
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

 

今
後
、
訂
正
、
削
除
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
審
議
の
際
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
正
規
の
会
議
録
と

受
け
取
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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い
て
は
、
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

短
期
間
に
お
い
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
政
府

案
に
は
幾
つ
か
の
課
題
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及

び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
以
外
の
土
地
に
お
け
る
盛
土
等

に
関
す
る
工
事
の
規
制
、
ま
た
、
発
生
元
と
な
る
建
設
残

土
の
処
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
規
制
が
、
規
定
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

よ
っ
て
、
本
法
案
の
審
議
入
り
直
後
か
ら
、
立
憲
民
主

党
を
始
め
野
党
間
、
与
野
党
間
で
修
正
案
の
協
議
を
重
ね

て
ま
い
り
ま
し
た
。
六
会
派
の
共
同
提
出
の
修
正
案
は
、

こ
う
し
た
政
府
案
の
課
題
を
補
完
し
得
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

政
府
案
は
ま
だ
ま
だ
規
定
内
容
や
実
効
性
に
課
題
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
本
委
員
会
で
の
審
査
の
中
で
、

私
た
ち
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
を
始
め
各
会
派
の
指
摘
及

び
提
案
を
踏
ま
え
、
法
案
成
立
後
の
運
用
に
お
い
て
政
府

が
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を
今
後
も
常
に
監
視
し
て
い
く

こ
と
を
申
し
上
げ
、
政
府
案
及
び
修
正
案
に
対
し
賛
成
す

る
こ
と
を
申
し
述
べ
ま
し
て
、
私
の
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

（
拍
手
） 

○
中
根
委
員
長 

次
に
、
市
村
浩
一
郎
君
。 

○
市
村
委
員 

日
本
維
新
の
会
の
市
村
浩
一
郎
で
す
。 

 

私
は
、
会
派
を
代
表
し
て
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
立
憲
民
主
党
、
日
本
維
新
の

会
、
国
民
民
主
党
、
日
本
共
産
党
、
有
志
の
会
、
れ
い
わ

新
選
組
提
出
の
修
正
案
に
つ
い
て
、
賛
成
の
立
場
か
ら
討

論
い
た
し
ま
す
。 

 

政
府
提
出
法
案
は
、
昨
年
七
月
三
日
、
静
岡
県
熱
海
市

で
発
生
し
た
大
規
模
な
土
石
流
災
害
が
き
っ
か
け
で
ま
と

め
ら
れ
ま
し
た
。
改
め
ま
し
て
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
方
々
の
御
冥
福
を
衷
心
よ
り
お
祈
り
し
、
哀
悼
の
誠
を

さ
さ
げ
ま
す
。 

 

日
本
維
新
の
会
は
、
熱
海
市
の
災
害
が
発
生
す
る
以
前
、

二
〇
一
四
年
二
月
二
十
五
日
に
大
阪
府
豊
能
町
で
起
き
た

建
設
残
土
に
起
因
す
る
大
規
模
な
土
砂
崩
落
か
ら
、
盛
土

規
制
の
重
要
性
を
提
起
し
続
け
て
き
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
は
森
林
法
や
廃
棄
物
処
理
法
、
条
例
等
で
盛

土
規
制
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
不
十
分
だ
っ
た
こ
と

は
熱
海
の
災
害
で
も
明
ら
か
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

政
府
提
出
の
法
案
は
大
き
な
一
歩
で
す
。
法
案
整
備
に
尽

力
さ
れ
た
関
係
省
庁
ま
た
各
位
の
皆
様
に
は
、
敬
意
を
表

明
し
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

し
か
し
、
や
は
り
こ
れ
は
一
歩
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
真
に

隙
間
の
な
い
規
制
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
規
制
区
域
外

に
お
け
る
盛
土
等
に
つ
い
て
も
実
効
性
あ
る
規
制
を
行
い
、

白
地
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
大
規
模
工
事
か

ら
発
生
す
る
土
砂
等
へ
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
制
度
の

導
入
が
必
要
で
す
。 

 

修
正
案
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
施
行
後
五
年
以
内
に
検

討
し
、
必
要
な
ら
ば
措
置
を
講
ず
る
と
い
う
も
の
で
、
政

府
提
出
法
案
の
実
効
性
を
よ
り
高
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
本
維
新
の
会
は
、
政
府
提
出
法
案
に
賛
成
し
、
ま
た
、

修
正
案
に
も
賛
成
し
ま
す
。
実
効
性
あ
る
盛
土
規
制
を
実

現
す
る
こ
と
で
、
熱
海
の
よ
う
な
悲
劇
を
二
度
と
起
こ
さ

せ
な
い
と
い
う
誓
い
を
強
く
立
て
、
討
論
と
い
た
し
ま
す
。 

 

御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
） 

○
中
根
委
員
長 

次
に
、
高
橋
千
鶴
子
君
。 

○
高
橋
（
千
）
委
員 

私
は
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
、

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
盛
土
等
規
制
法
案
及
び
六

会
派
提
出
修
正
案
に
つ
い
て
、
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
を

行
い
ま
す
。 

 

法
案
の
き
っ
か
け
は
、
昨
年
の
死
者
・
行
方
不
明
者
二

十
八
名
も
の
犠
牲
を
出
し
た
熱
海
の
土
石
流
災
害
で
し
た
。

崩
落
し
た
盛
土
は
、
県
へ
の
届
出
量
の
三
倍
に
も
な
る
産

廃
混
じ
り
の
残
土
で
あ
り
、
人
災
で
す
。
長
年
こ
う
し
た

事
案
を
多
数
認
識
し
な
が
ら
、
放
置
し
て
き
た
国
の
責
任

も
厳
し
く
問
わ
れ
る
も
の
で
す
。 

 

二
十
一
都
道
府
県
を
始
め
、
独
自
に
土
砂
条
例
等
を
定

め
て
い
る
市
町
村
も
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
規
制
が

弱
い
、
あ
る
い
は
規
制
が
な
い
自
治
体
に
残
土
が
運
び
込

ま
れ
る
事
例
等
が
後
を
絶
た
ず
、
全
国
一
律
の
規
制
と
立

法
化
が
待
た
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

本
法
案
は
、
盛
土
や
一
時
的
な
土
石
の
堆
積
及
び
土
捨

て
行
為
も
含
め
、
知
事
の
許
可
制
な
ど
と
し
、
管
理
者
責

任
の
明
確
化
、
盛
土
等
工
事
の
中
間
検
査
の
実
施
、
罰
則

の
強
化
な
ど
を
定
め
て
お
り
、
必
要
な
こ
と
で
す
。
ま
た
、

許
可
盛
土
等
の
公
表
を
通
じ
て
、
周
辺
住
民
へ
の
周
知
や

住
民
か
ら
の
通
報
を
促
す
な
ど
の
規
定
は
重
要
で
す
。
な

お
実
効
性
を
上
げ
る
た
め
に
、
国
に
よ
る
自
治
体
へ
の
人

的
、
財
政
的
支
援
は
不
可
欠
で
す
。 

 

論
点
の
一
つ
は
、
規
制
区
域
の
設
定
に
つ
い
て
で
す
。 

 

政
府
案
は
、
人
家
等
に
被
害
を
及
ぼ
し
得
る
エ
リ
ア
と

し
て
、
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
隣
接
す
る
特
定

盛
土
等
規
制
区
域
を
指
定
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

区
域
を
限
れ
ば
、
区
域
外
に
盛
土
が
集
中
す
る
こ
と
は
避

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
区
域
指
定
に
当
た
っ
て
、
自

然
環
境
、
生
態
系
へ
の
影
響
は
考
慮
さ
れ
ま
せ
ん
。
有
識

者
会
議
や
参
考
人
か
ら
も
意
見
が
あ
っ
た
と
お
り
、
人
目

の
つ
か
な
い
山
林
な
ど
に
投
棄
さ
れ
て
か
ら
で
は
発
見
も
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難
し
く
、
原
状
回
復
は
困
難
に
な
り
ま
す
。
区
域
は
限
定

せ
ず
、
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
ア
セ
ス
や
住
民
等
の

意
見
聴
取
な
ど
を
行
う
べ
き
で
す
。 

 

論
点
の
二
つ
目
は
、
盛
土
に
使
わ
れ
る
土
砂
の
多
く
が
、

ト
ン
ネ
ル
掘
削
工
事
等
で
発
生
す
る
建
設
残
土
で
あ
る
こ

と
で
す
。 

 

建
設
工
事
で
発
生
す
る
土
砂
は
、
工
事
現
場
内
や
工
事

間
利
用
に
よ
り
発
生
を
抑
制
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
そ

れ
以
外
の
建
設
発
生
土
は
年
間
約
六
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル

に
上
り
ま
す
が
、
う
ち
、
利
用
先
も
最
終
処
分
地
も
決
ま

ら
ず
に
一
時
仮
置
場
な
ど
に
堆
積
さ
れ
る
事
例
が
散
見
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
ト
ン
ネ
ル
工
事

で
は
約
五
千
六
百
八
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
膨
大
な
建
設

残
土
が
排
出
さ
れ
、
そ
の
約
三
割
は
最
終
受
入
先
が
決
ま

っ
て
お
ら
ず
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
内
の
仮
置
場
に
堆
積

さ
れ
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。 

 

建
設
残
土
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
者
が
最
終
処
分
ま

で
責
任
を
持
つ
こ
と
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
す
。
公
共
工

事
で
実
施
し
て
い
る
指
定
処
分
制
度
を
民
間
工
事
も
対
象

に
す
る
こ
と
、
産
廃
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
よ
う
な
ト
レ
ー

サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
制
度
を
具
体
化
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、
大

規
模
な
残
土
を
排
出
す
る
建
設
工
事
は
、
建
設
残
土
の
最

終
処
分
先
を
確
保
す
る
こ
と
な
し
に
工
事
に
着
手
で
き
な

い
こ
と
と
す
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。 

 

党
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
修
正
案
を
準
備
し
て
き
ま

し
た
。
こ
の
度
、
四
会
派
共
同
の
修
正
案
提
出
が
実
現
し
、

質
疑
も
行
わ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
更
に
全
野
党

共
同
に
よ
る
修
正
案
に
実
っ
た
こ
と
は
大
い
に
歓
迎
す
る

も
の
で
す
。 

 

以
上
を
述
べ
て
、
賛
成
の
討
論
と
し
ま
す
。
（
拍
手
） 

○
中
根
委
員
長 

次
に
、
福
島
伸
享
君
。 

○
福
島
委
員 

有
志
の
会
の
福
島
伸
享
で
す
。 

 

私
は
、
六
党
会
派
に
よ
っ
て
本
日
提
出
さ
れ
ま
し
た
修

正
案
に
賛
成
、
修
正
部
分
を
除
く
政
府
案
に
賛
成
の
立
場

か
ら
討
論
を
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
週
末
も
、
後
援
会
の
集
会
や
花
見
会
、
自
治
会
の

総
会
な
ど
に
お
伺
い
い
た
し
ま
し
た
が
、
ど
の
場
所
で
も
、

具
体
的
な
事
例
を
示
し
て
、
県
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
残

土
に
よ
る
盛
土
な
ど
へ
の
不
安
の
声
が
次
か
ら
次
へ
と
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。
改
め
て
本
法
案
に
対
す
る
期
待
の
大
き

さ
を
実
感
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
多
く
は
、
居
住

者
そ
の
他
の
者
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
特
に
大
き
い
と
い
う
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
該
当

し
な
い
可
能
性
が
高
い
場
所
で
す
。
首
都
圏
に
近
接
し
た

私
の
地
元
は
、
白
地
地
域
に
な
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
建
設

残
土
な
ど
が
多
く
持
ち
込
ま
れ
る
地
域
に
な
る
お
そ
れ
も

あ
る
の
で
す
。 

 

特
に
、
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
該
当
し
た
と
し
て
も
、

届
け
出
ら
れ
た
工
事
計
画
が
果
た
し
て
悪
意
を
持
っ
た
虚

偽
の
も
の
が
な
い
の
か
ど
う
か
、
勧
告
す
る
前
に
現
地
に

立
入
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
大
き
な
問
題

で
す
。
国
土
交
通
省
は
、
な
ぜ
立
入
調
査
の
必
要
が
な
い

か
を
一
生
懸
命
説
明
し
て
く
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
国

会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
例
え
ば
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
改

正
法
案
で
は
、
小
規
模
な
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
を
新

た
に
届
け
出
る
と
い
う
規
制
を
導
入
し
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
法
案
で
は
、
届
出
後
、
い
つ
で
も
立
入
検
査
が
で
き

る
規
定
を
盛
り
込
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
と
の

整
合
性
は
取
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
ま
で
本
委
員
会
で
、
委
員
各
位
か
ら
建
設
残
土
に

関
す
る
適
切
な
規
制
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
政
府
の
こ
れ
に
対
す
る
対
応
も
後
ろ
向
き
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
熱
海
市
の
痛
ま
し
い
事
故
を
受
け
て

新
た
な
規
制
を
導
入
す
る
と
い
う
割
に
は
、
人
の
命
や
地

域
住
民
を
災
害
か
ら
守
る
よ
り
、
誰
か
に
配
慮
し
て
か
、

な
る
べ
く
規
制
を
し
た
く
な
い
と
い
う
姿
勢
な
の
で
は
な

い
か
と
す
ら
疑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

私
は
、
斉
藤
国
土
交
通
大
臣
と
と
も
に
、
一
九
九
九
年

の
ジ
ェ
ー
・
シ
ー
・
オ
ー
事
故
の
後
の
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
の
立
法
に
携
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
原
発

立
地
に
携
わ
っ
て
い
た
私
は
、
万
が
一
の
原
子
力
災
害
の

際
の
法
的
な
枠
組
み
が
な
い
こ
と
は
問
題
だ
と
思
っ
て
は

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ざ
私
の
地
元
で
ジ
ェ
ー
・
シ
ー

・
オ
ー
事
故
が
起
き
た
と
き
に
、
や
は
り
行
政
は
何
ら
適

切
な
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
事
故
前
に
法
制
度

を
つ
く
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
み
ま
し
た
。
二
〇
一
一

年
に
東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
と
き
、
こ
の
原
子
力
災
害

特
別
措
置
法
は
役
に
立
た
な
い
と
時
の
権
力
者
か
ら
罵
倒

さ
れ
ま
し
た
。
法
律
は
作
っ
て
も
、
そ
れ
を
動
か
す
た
め

の
政
省
令
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の
整
備
が
、
運
用
面
が
不

十
分
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

私
は
、
同
じ
轍
を
踏
み
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、

日
本
各
地
で
盛
土
等
に
よ
る
様
々
な
問
題
を
抱
え
る
中
で
、

本
法
案
の
早
期
の
施
行
は
必
須
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
政

府
案
に
は
基
本
的
に
賛
成
い
た
し
ま
す
が
、
穴
が
幾
つ
も

あ
る
こ
の
原
案
の
ま
ま
で
は
、
い
ず
れ
法
の
網
が
か
か
ら

な
い
と
こ
ろ
で
問
題
が
起
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
を
杞
憂
に
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
も
、
本
日
提
出
さ
れ

た
修
正
案
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
の
検
討
を
早
期
に
行
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い
、
第
二
弾
の
規
制
の
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と
を
求
め
ま

し
て
、
討
論
と
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
で
す
。
（
拍
手
） 

○
中
根
委
員
長 
次
に
、
た
が
や
亮
君
。 

○
た
が
や
委
員 
れ
い
わ
新
選
組
の
た
が
や
亮
で
す
。 

 

私
は
、
立
憲
民
主
党
、
日
本
維
新
の
会
、
国
民
民
主
党
、

日
本
共
産
党
、
有
志
の
会
、
そ
し
て
れ
い
わ
新
選
組
提
出

の
野
党
六
会
派
共
同
提
案
の
修
正
案
に
賛
成
、
政
府
原
案

に
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
を
い
た
し
ま
す
。 

 

現
状
を
一
歩
で
も
改
善
す
る
政
府
案
に
も
私
た
ち
は
賛

成
い
た
し
ま
す
が
、
二
度
と
あ
の
よ
う
な
熱
海
市
で
の
悲

し
い
事
態
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
、
ま
た
、
速
や
か
に

盛
土
規
制
の
精
度
と
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
も
、
政
府

の
原
案
と
私
た
ち
野
党
共
同
提
案
を
併
せ
て
成
立
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

私
は
、
政
府
の
原
案
、
日
本
維
新
の
会
提
出
の
対
案
、

野
党
四
党
の
修
正
案
、
こ
れ
ら
全
て
の
案
に
賛
成
す
る
つ

も
り
で
あ
り
ま
し
た
。
党
派
を
超
え
、
英
知
を
合
わ
せ
た

ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
で
、
こ
の
盛
土
規
制
法
の
実
効
性
を
高

め
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

新
し
く
提
出
さ
れ
た
野
党
共
同
提
出
の
修
正
案
は
、
政

府
案
で
は
法
律
の
施
行
後
五
年
を
め
ど
と
さ
れ
て
い
た
検

討
期
間
を
、
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
と
し
、
盛
土
等
の

状
況
や
こ
の
法
律
の
改
正
後
の
施
行
状
況
を
勘
案
し
て
、

盛
土
等
に
関
す
る
工
事
や
土
砂
の
管
理
の
規
制
の
在
り
方

を
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

と
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
、
五
年
以
内
に
、
実
際
の

制
度
の
運
営
を
見
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
見
直
し
を
行
う

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

例
え
ば
、
四
月
十
三
日
の
福
島
伸
享
委
員
の
質
疑
で
は
、

勧
告
前
の
立
入
検
査
に
つ
い
て
、
政
府
と
の
間
に
見
解
の

相
違
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
法
案
成
立

後
の
施
行
状
況
を
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
し
、
必
要
と
あ
ら

ば
五
年
以
内
に
見
直
す
べ
き
項
目
に
加
え
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
盛
土
規
制
法
は
、
人
命
に
関
わ
る
大
切
な
法
案
で

す
。
政
府
原
案
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
与
野
党
の
垣
根
を

越
え
て
、
そ
の
精
度
と
実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
修
正
案

に
賛
成
を
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、

私
の
賛
成
の
討
論
と
い
た
し
ま
す
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
（
拍
手
） 

○
中
根
委
員
長 

こ
れ
に
て
討
論
は
終
局
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
中
根
委
員
長 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

内
閣
提
出
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
及
び
こ
れ
に
対
す
る
修
正
案
に
つ
い
て
採
決
い
た

し
ま
す
。 

 
ま
ず
、
小
宮
山
泰
子
君
外
五
名
提
出
の
修
正
案
に
つ
い

て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

本
修
正
案
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
中
根
委
員
長 
起
立
総
員
。
よ
っ
て
、
本
修
正
案
は
可

決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
に
、
た
だ
い
ま
可
決
い
た
し
ま
し
た
修
正
部
分
を
除

く
原
案
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
中
根
委
員
長 

起
立
総
員
。
よ
っ
て
、
本
案
は
修
正
議

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
中
根
委
員
長 

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
法
律
案

に
対
し
、
小
島
敏
文
君
外
六
名
か
ら
、
自
由
民
主
党
、
立

憲
民
主
党
・
無
所
属
、
日
本
維
新
の
会
、
公
明
党
、
国
民

民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、
有
志
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選

組
の
七
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
を
付
す
べ
し
と

の
動
議
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

提
出
者
よ
り
趣
旨
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
城
井
崇
君
。 

○
城
井
委
員 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
附
帯
決
議

案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
出
者
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
そ

の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

趣
旨
の
説
明
は
、
案
文
を
朗
読
し
て
代
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

 
 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 
 

 
 

案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
） 

 
 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点

 

に
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ

 

き
で
あ
る
。 

 

一 

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土
等
規

 
 

制
区
域
の
指
定
を
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
基
本

 
 

方
針
、
政
省
令
等
の
案
を
で
き
る
だ
け
早
く
都
道
府

 
 

県
等
に
示
す
と
と
も
に
、
具
体
的
な
盛
土
計
画
が
あ

 
 

る
地
域
を
含
め
基
礎
調
査
の
予
備
的
な
調
査
を
施
行

 
 

日
前
に
実
施
す
る
よ
う
促
し
、
ま
た
、
土
砂
災
害
防

 
 

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
基
礎
調
査

 
 

の
結
果
の
活
用
を
検
討
し
、
基
礎
調
査
の
早
期
完
了

 
 

を
目
指
す
こ
と
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
財
政

 
 

的
支
援
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
識
を
有

 
 

す
る
職
員
が
不
足
す
る
地
方
公
共
団
体
へ
の
技
術
的

 
 

支
援
の
た
め
、
地
方
整
備
局
等
に
配
置
す
る
担
当
職

 
 

員
の
増
員
等
、
支
援
に
係
る
体
制
の
整
備
に
努
め
る
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こ
と
。 

 

二 
盛
土
等
に
伴
う
災
害
か
ら
生
命
及
び
財
産
を
守
る

 
 

と
い
う
目
的
の
重
要
性
に
鑑
み
、
想
定
外
の
災
害
が

 
 

発
生
し
な
い
よ
う
、
盛
土
等
に
伴
う
災
害
の
リ
ス
ク

 
 

が
あ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
関
係
行
政
機
関
の
適
切

 
 

な
連
携
に
よ
り
、
的
確
に
規
制
区
域
の
指
定
が
さ
れ

 
 

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
規
制
区
域
の
指
定
の
際
に
、

 
 

都
道
府
県
等
が
適
切
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

 
 

よ
う
、
き
め
細
か
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
や
地
方

 
 

公
共
団
体
に
対
す
る
必
要
な
助
言
等
の
支
援
に
努
め

 
 

る
こ
と
。 

 

三 

本
法
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
は
、
規
制
区
域
の

 
 

指
定
や
行
政
代
執
行
等
、
難
し
い
判
断
が
求
め
ら
れ

 
 

る
こ
と
か
ら
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
必
要
に

 
 

応
じ
有
識
者
等
か
ら
意
見
を
聴
く
よ
う
促
す
こ
と
。 

 

四 

都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
有
す
る
地
形
、
地
質
、

 
 

盛
土
等
に
関
す
る
情
報
の
共
有
を
図
る
等
市
町
村
と

 
 

の
連
携
を
図
る
よ
う
促
す
こ
と
。
ま
た
、
工
事
主
が

 
 

許
可
の
申
請
を
行
う
際
に
必
要
と
な
る
説
明
会
等
に

 
 

お
い
て
住
民
等
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
等
を
踏
ま
え
、

 
 

周
辺
環
境
に
十
分
に
配
慮
し
た
工
事
が
行
わ
れ
る
よ

 
 

う
取
り
組
む
こ
と
。 

 

五 

盛
土
等
に
よ
る
災
害
防
止
の
た
め
、
規
制
区
域
内

 
 

に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
等
に
よ
る
勧
告
、
改
善

 
 

命
令
及
び
行
政
代
執
行
が
適
時
適
切
に
実
施
さ
れ
る

 
 

よ
う
、
既
存
不
適
格
で
あ
る
特
定
盛
土
等
を
含
め
、

 
 

い
か
な
る
基
準
を
満
た
せ
ば
対
象
と
な
る
の
か
を
ガ

 
 

イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
明
確
に
示
す
こ
と
。
ま
た
、
行
政

 
 

代
執
行
に
係
る
必
要
な
財
政
的
支
援
を
検
討
す
る
こ

 
 

と
。 

 

六 

工
事
許
可
の
技
術
的
基
準
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

 
 

現
行
の
基
準
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
阪
神
・
淡

 
 

路
大
震
災
、
新
潟
県
中
越
地
震
、
東
日
本
大
震
災
等

 
 

で
起
き
た
滑
動
崩
落
が
起
き
な
い
こ
と
を
担
保
で
き

 
 

る
厳
格
な
基
準
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
宅
地
造
成
の

 
 

た
め
の
盛
土
等
、
建
設
残
土
の
一
時
保
管
の
た
め
の

 
 

盛
土
等
、
開
発
の
た
め
の
森
林
の
形
質
の
変
更
等
多

 
 

様
な
現
場
実
態
や
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
具
体
的
な
基

 
 

準
に
す
る
こ
と
。 

 

七 

都
道
府
県
知
事
等
に
よ
る
不
適
切
な
盛
土
等
の
早

 
 

期
発
見
に
資
す
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
等
が
地
域

 
 

住
民
、
関
係
市
町
村
長
等
か
ら
盛
土
等
に
関
す
る
情

 
 

報
の
提
供
を
得
ら
れ
や
す
い
体
制
の
整
備
を
推
進
す

 
 

る
こ
と
。
ま
た
、
警
察
に
よ
る
違
法
な
盛
土
等
の
取

 
 

締
り
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
体
制
の
整
備
、
関

 
 

係
機
関
と
の
連
携
等
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 
八 

近
年
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
所
有
者
不
明
土
地
に
お

 
 

い
て
も
不
適
切
な
盛
土
等
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
関

 
 

係
行
政
機
関
が
連
携
し
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

九 

建
設
残
土
の
搬
入
及
び
搬
出
に
つ
い
て
、
定
期
的

 
 

に
実
態
把
握
を
行
う
と
と
も
に
、
建
設
発
生
土
の
工

 
 

事
間
利
用
に
係
る
マ
ッ
チ
ン
グ
を
推
進
す
る
こ
と
。

 
 

ま
た
、
公
共
工
事
や
民
間
工
事
を
問
わ
ず
、
可
能
な

 
 

限
り
指
定
利
用
等
を
促
す
こ
と
。
さ
ら
に
、
必
要
な

 
 

残
土
処
分
場
の
確
保
の
た
め
、
行
政
に
よ
る
施
設
確

 
 

保
を
含
め
残
土
処
分
場
の
適
正
な
確
保
の
た
め
の
方

 
 

策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十 

工
事
主
及
び
工
事
施
行
者
が
建
設
工
事
の
施
工
に

 
 

当
た
り
、
で
き
る
だ
け
建
設
発
生
土
の
発
生
を
抑
制

 
 

す
る
よ
う
、
設
計
・
工
法
の
改
善
や
場
内
利
用
の
促

 
 

進
を
図
る
こ
と
。 

 

十
一 

本
法
の
今
後
の
施
行
状
況
等
を
踏
ま
え
、
盛
土

 
 

等
に
関
す
る
工
事
に
携
わ
る
優
良
な
事
業
者
が
評
価

 
 

さ
れ
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

本
法
の
今
後
の
施
行
状
況
、
関
連
す
る
法
令
の

 
 

運
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
本
法
の
規
制
区
域
外
に
お

 
 

け
る
規
制
の
在
り
方
並
び
に
大
規
模
な
工
事
か
ら
発

 
 

生
し
た
土
砂
等
の
管
理
を
適
正
に
行
う
た
め
の
ト
レ

 
 

ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
制
度
及
び
自
然
災
害
、
大
規
模
な
工

 
 

事
等
に
よ
り
発
生
し
た
土
砂
等
の
置
場
が
確
保
さ
れ

 
 

る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

 
 

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ

 
 

と
。 

 

十
三 

不
適
切
な
盛
土
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た

 
 

め
、
本
法
と
砂
防
法
、
森
林
法
、
廃
棄
物
の
処
理
及

 
 

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
等
関
係
法
令
を
所
管
す
る
関

 
 

係
府
省
庁
と
の
連
携
や
調
整
を
密
に
行
う
こ
と
。
ま

 
 

た
、
主
務
大
臣
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
と
農
林
水
産

 
 

大
臣
の
権
限
と
責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

以
上
で
あ
り
ま
す
。 

 

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
中
根
委
員
長 

こ
れ
に
て
趣
旨
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。 

 

採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

本
動
議
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
中
根
委
員
長 

起
立
総
員
。
よ
っ
て
、
本
動
議
の
と
お

り
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。
（
拍
手
） 

 

こ
の
際
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
国
土
交
通
大
臣
斉
藤
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鉄
夫
君
。 

○
斉
藤
国
務
大
臣 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
委
員
会
に
お
か
れ
ま

し
て
熱
心
な
御
討
議
を
い
た
だ
き
、
た
だ
い
ま
全
会
一
致

を
も
っ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

今
後
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
審
議
に
お

け
る
委
員
各
位
の
御
意
見
や
、
た
だ
い
ま
の
附
帯
決
議
に

お
い
て
提
起
さ
れ
ま
し
た
事
項
の
趣
旨
を
十
分
に
尊
重
し

て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

こ
こ
に
、
委
員
長
を
始
め
、
理
事
の
皆
様
方
、
ま
た
委

員
の
皆
様
方
の
御
指
導
、
御
協
力
に
対
し
、
深
く
感
謝
の

意
を
表
し
ま
す
。 

 

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
） 

○
中
根
委
員
長 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
法
律
案
に
関
す
る
委
員

会
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
長
に
御
一
任

願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
中
根
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 
 
 

〔
報
告
書
は
附
録
に
掲
載
〕 

 
 
 
 
 

―
―
―
―
◇
―
―
―
―
― 

○
中
根
委
員
長 

次
に
、
国
土
交
通
行
政
の
基
本
施
策
に

関
す
る
件
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
ま
す
。 


